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平成20年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その６ 

平成20年９月８日（月） 

                                           

（午後２時30分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、４番 松浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）私は、次の３点につい

て質問いたします。 

 第一に、再度となりますが、市長が従来ど

おりり各委員会へ出席することを求める。 

 第二に、詐欺事件の職員に対する退職金の

満額支払いについて。 

 第三に、生ごみ堆肥事業の展望と収支につ

いてであります。 

 まず、市長が従来どおり各委員会へ出席す

ることを求めるについて。 

 市長は、議会に対し、主に、①トップとし

ての最大公約数を求めること及び②多忙を理

由に、各委員会への出席を、市長が求めた場

合、各委員会が求めた場合に限ることを要請

し、議会運営委員会がこれを了承したと。し

かし、トップとしての最大公約数を求めるた

めとの意味が不明です。また、市長が各委員

会に出席して、市当局と市民の代弁者である

議員とのちょうちょうはっしのやり取りを直

接肌で感じて、認識することが、何ゆえにト

ップとしての最大公約数を求めることと相入

れないのか。また、各委員会への出席といっ

ても、３カ月間に合計わずか６時間に過ぎな

い。しかも、各委員会の日程は、市長の予定

にも十分配慮した上で、２カ月以上も前に決

定するため、忙しいから委員会には出席しな

いという理由に、市民は納得するでしょうか。 

 さらに、市長は、委員会は本会議の予備的、

下審査的な性質を有するとも説明している。

しかし、各委員会で決定されたことは、ほと

んど全部本会議で可決されている。つまり、

実質的には委員会でほとんどすべてが決定さ

れているということになる。その実質的な審

議の場に、議案の提案者であり最高責任者で

ある市長が不在でよいというのでは、市長も

議会も、その職責を果たせないのではなかろ

うか。 

 その上、市長は、自分は出席しなくとも職

員からの報告を受ければ足りると答弁してい

る。しかし、報告する副市長以下の幹部職員

も人の子であり、自分たちに不都合なこと、

つまり評価が下がったり、仕事がきつくなっ

たりする事柄は、そのままというより、小さ

目、少な目に報告する傾向があることは否定

できない。また、何を外し、何を強調し、ど

のように報告するかは、副市長以下、報告す

る者の価値基準や好みによって判断されるこ

とも、避けがたい事実であります。 

 しかし、長く役人生活を送ってきた者と、

選挙をくぐってきた政治家とでは、価値観、

感性が異なる場合も少なくないのである。し

たがって、報告者、いわゆるお役所の価値基

準というふるいにかけられた報告と、議員の

生の発言とを同列に置く市長の態度は、議員

の発言を軽んずるものであり、議員軽視、議

会軽視と言わざるを得ない。 

 換言すれば、半分目隠しをされた状態でし

か、市長に議員の意見や委員会の情報が届か

ない状態では、市長も議会も市民に対する責

任を果たせないのではないかということであ

ります。 

 なお、県下では大半の市長も各委員会に出

ていないから、木下市長も出ないとの市当局

の説明は、お役所的な横並び、事なかれ主義
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そのものの発想で寂しい限りであります。ま

た、議会からの要請があれば出席するという

が、なれ合いで出席不要としてしまう危険も

あり、極めて不十分であります。 

 この問題は、橋本市議会が真に市民の代弁

者として十分に機能し得るか否かの問題であ

り、その重要性を十分ご認識、ご理解いただ

きたいと思います。 

 第二に、詐欺事件の職員に対する退職金の

満額支払いについて伺います。 

 満額の退職金を支払ったと聞いているが、

その額は幾らか。身内に甘いという市民の声

を聞き、私もまたそう思うが、市当局はどの

ように考えているのか。判断を公平にしなけ

ればならないが、その具体化として、懲戒処

分審査委員会の構成員に、職員だけではなく、

議員や弁護士も加えることを提案します。 

 さらに、幾ら公平に判断しても、指針自体

が民意にそぐわないものであれば妥当な結論

が出ない。したがって、指針自体をも見直す

べきである。例えば、①停職３カ月以上の処

分をする場合には、氏名の公表を伴うとか、

②給与の不正受給の場合には、免職も選択肢

に入れるとか明示すべきであります。さらに、

背任罪を含む背任行為については指針があり

ませんが、新設するよう求めます。いかがで

しょうか。 

 第３番目は、生ごみ堆肥事業の展開と収支

について伺います。 

 本年６月の市報によると、生ごみの堆肥化

を中心とするごみの減量化により、収集車の

稼働を１台分減少することができ、約1,000

万円の経費削減が見込まれるとある。そこで

次の点を伺います。 

 収集車１台の削減は、過去何年間の努力の

結果ですか。今後の生ごみの堆肥化を中心と

するごみの減量は、量的にまだまだ拡大する

余地があるか。例えば、現在の週１回の収集

地区を、何倍にも増やせるか。生ごみの量を

何分の１にするとか、そういう展望はありま

すか。 

 平成15年から19年までの、ごみ処理に要す

る経費の推移はどうなっているか。その間、

生ごみ堆肥化に要した経費の合計額は幾らか。

小峰台の菜の花や、コスモスに要した経費も、

水やりに要した市職員の人件費もあわせて伺

います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）４番 松浦議員おただ

しの、常任委員会への出席を求めるについて

のことでお答えをいたします。 

 本件につきましては、６月定例市議会にお

きまして、松浦議員からご質問をお受けし、

答弁を申し上げたところでございます。その

答弁と何ら変わってございません。特に、常

任委員長から出席の要請がございましたら、

あるいは私から必要と判断したときには、委

員長に申し出て出席をしてまいりたい、そう

考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）議員のご質問につ

いては、７月に懲戒処分を行った住居手当の

不適正受給の件と理解して、ご答弁申し上げ

ます。 

 この件については、既にご報告させていた

だき、報道もされたとおり、借家を買い取っ

て以後も手続を怠り、不適正に借家分の住居

手当を受給していたものであり、橋本市職員

の懲戒処分等に関する指針の処分標準例では

減給または戒告に処するところ、管理監督職

の立場でもあり、指針の量定以上に重い停職

６カ月の処分としたところでございます。な
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お、事件の発覚は本人からの申し出によるも

のであり、支給された住居手当は全額返還さ

れています。 

 本件については、この種の事案としては、

前例のない重い処分を課して完結したところ

ですが、本人は責任をとって、自己都合によ

る退職をいたしました。懲戒免職処分ではあ

りませんので、当然、退職金は全額支給して

いますが、事件発覚以前に本人から勧奨退職

願いが提出されていましたが、勧奨退職は適

用していませんので、念のために申し添えま

す。 

 たび重なる不祥事に関し、改めて深くおわ

びを申し上げます。また、職員一人ひとりが

襟を正し、自覚と責任を持って公務に精励す

るよう、厳しく指導してまいりますので、よ

り一層のご指導、ご鞭撻をお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

〔市民部長（岸田茂利君）登壇〕 

○市民部長（岸田茂利君）生ごみ堆肥事業の

展望と収支について、お答えをいたします。 

 現在、橋本市衛生自治会のご協力を得まし

て、各家庭で生ごみの減量及び堆肥化に取り

組んでいます。その結果、33地区で可燃ごみ

収集を週２回のところ、週１回にしていただ

いたところであります。 

 これからの展望として、耕作地を持たれて

いない各家庭でも、生ごみの減量及び堆肥化

に容易に取り組まれるような方法を、調査研

究を重ねながら普及を図っているところです。 

 そのほか、堆肥化だけでなく、生ごみの水

切り、廃食用油のリサイクル、生ごみの出な

い料理の仕方など、生ごみの減量に努めたい

と考えております。 

 生ごみ堆肥化対策費用は、花と緑のリサイ

クル事業を含め、平成12年度から平成19年度

までの合計は、7,676万36円の経費となってお

ります。ごみ処理経費全体では、平成19年度

で７億5,350万507円となり、平成12年度に対

し、２億56万4,146円の減少となりました。 

 今後も引き続き、ごみ減量化に取り組んで

まいりますので、ご理解のほど、よろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君、再質問

ありますか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）答弁ありがとうござい

ます。１番から順番に再質問いたします。 

 結論はわかりました。その結論を、今、も

ちろん納得できないんですけれども、私のお

伺いした質問に答えていただいてないので、

その辺、市長はこの第１回目の、前回の質問

で、トップとしての最大公約数を求めること

が、ということで、出席しないということの

理由として挙げられましたが、これはどうい

う意味ですか。議事録に載ってるんです。「や

はりトップとしての最大公約数を求めたいと

いうことで、答弁のとおりであります。」と。

どういう理由ですか。 

○議長（中上良隆君）松浦君、ちょっととめ

てくれますか。６月議会に続いて再度の質問

でございますが、議長から申し上げます。本

件については、松浦君がおっしゃっておりま

す議員軽視、また議会軽視であるとは考えら

れません。それと、本会議、委員会への市長

はじめ説明員の出席につきましては、それぞ

れ地方自治法、委員会条例の規定に基づき、

議長が出席を求めてはじめて出席できるもの

でございます。 

 また、委員会への市長の出席につきまして

は、議会運営委員会決定に基づき、各委員長

から要請のあった場合等、必要に応じ要請す

ることになります。本件については、議会運

営上の問題であります。これ以上の議論は必

要ないと考えます。 

 また、松浦君は議会運営委員会の委員であ
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ります。議会運営委員会に提議して、この問

題を取り上げていくことにいたしたいと思い

ます。 

 よろしゅうございますか。 

○４番（松浦健次君）よろしゅうございませ

ん。 

○議長（中上良隆君）それでは、私のほうで

この問題を取り上げることはできませんの

で。 

○４番（松浦健次君）ちょっと議長に質問さ

せてください。いいですか。 

 この問題はそもそも、市長から議会に対し

て、こういう理由だから出たくないと、了承

してくださいということでしたね。 

 それはそうですね。そしたら、それは議会

運営委員会としては決定して、それを了承し

ましたと。これはわかるんですよ。私は、橋

本市民の代弁者としての市会議員です。そし

たら、市長に対してそういう要請を撤回して

くださいと。そうでなければ議員の意思が市

長に伝わらない。 

○議長（中上良隆君）いや、だからね。 

○４番（松浦健次君）今までのね。 

○議長（中上良隆君）松浦君に申し上げたの

は、何のための議会運営委員会であるのかと

いうことです。あなたも委員でしょう。 

○４番（松浦健次君）委員です。私、反対し

ました。そしたら、議会運営委員会で決まっ

たことについては、議員は質問してはいけな

いという話ですか。 

○議長（中上良隆君）だから、再度同じ質問

の中で、市長の答弁が前回と同じということ

で、だから同じ質問をしても同じ答えしか返

って来ないので、議会の運営上、私はこの質

問に対して、取り上げないということで今、

松浦君に。 

○４番（松浦健次君）市長もそういった会議

には説明すべきでしょう。自分はこういうふ

うに、こういう理由で出ないんだと。そうし

たらここで、トップとしての最大公約数を求

めるために私は出ないんだと、これ、どうい

う意味ですかと聞いてなぜ悪いんですか。 

○議長（中上良隆君）暫時休憩とします。 

（午後２時45分 休憩） 

                     

（午後３時25分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 なお、４番 松浦君の、市長が従来どおり

委員会へ出席することを求める。の再質問に

対する答弁は必要なしと認めます。 

 松浦君、再質問ありますか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）議運でいろいろ話した

んですけども、議長の議場整理権にゆだねる

というか、従うのが議員の義務でもあります

ので、従います。 

 二つ目の質問に移ります。まず、額につい

て答弁もれ。これ、どうですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）答弁もれ、済みま

せんでした。 

 退職手当の額でございますけれども、支給

額が2,157万3,360円となってございます。こ

れは普通退職ということでの額でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）私は、身内に甘い処分

だということを市民の方々から多く耳にする

んですけども、市当局としては、甘いと考え

ておりますか、おりませんか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）この処分につきま

しては、先般の議会でも指針の話があったわ

けでございますけれども、国の、人事院の指

針に基づきまして、橋本市の指針も決めてご
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ざいます。第１回の答弁にもありましたよう

に、その指針から言いましたら、戒告または

減給でございますけれども、これはかなりの

社会情勢の状況、社会の批判とかいろいろな、

それから立場とかをいろいろ考えた結果、６

カ月の停職にしたものでございます。 

 それで、退職金につきましても、これにつ

いては退職金、やめ得、やめ逃げというよう

な言葉も新聞にも書いてございますけども、

そういうことのないように、退職金について

も勧奨は出ていたわけでございますけれども、

自己都合の普通退職ということで取り扱いを

させていただいたような状況でございます。 

 そういうことでございますので、要綱に沿

ったもので、身内に甘いという考えは持って

ございません。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）市長、どうですか。身

内に甘いという市民の声を私、たくさん聞く

んですが、市長の見解としてはどうですか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）厳正に処分したところ

であります。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）何ゆえにこれは詐欺罪

には当たらないんですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）市の指針の中でご

ざいますけども、市の指針の２項に、公金、

市の財産の取り扱い関係ということで、９項

目が決めてございます。その中に、１点目、

横領、それから窃盗、詐欺、紛失、盗難、６

点目が市の財産破損、７点目に出火、爆発、

８点目に諸給与の違法支払、不適正受給、９

点目が公金の市の財産の処理の不適正という

ことで、８番目に言いました諸給与の違法支

払、不適正受給の項目に該当するということ

で処分してございます。処理してございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）詐欺罪にどうして当た

らないのですかと。あのね、今のこれ、処分

の指針でしょう。橋本市の指針。橋本市の指

針ここにあると。刑法というの、ここにある

と。この刑法の詐欺になぜ当たらないかとい

うことをお伺いしているんです。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）同じような説明に

なりますけれども、この公金の取り扱いの中

で詐欺といいますのは、人を欺いて公金また

は市の財産を交付させた職員は、ということ

で書いてございますので、これは当たらない

ということで、処分については不適正受給の

項目でということでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）指針というのは、市の

秩序維持のための懲戒処分の指針でしょう。

それに当たらないと。それはわかるんですわ。

どのように判断するかは市の判断ですけども、

じゃあなぜ刑法の詐欺に当たらないかと、こ

れを聞いているんですよ。 

○議長（中上良隆君）暫時休憩いたします。 

（午後３時32分 休憩） 

                     

（午後３時37分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 答弁を求めます。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）詐欺の定義でござ

いますけども、意図的、計画的なものが含ま

れます。ということで、今回の場合につきま

しても、そういうものがございませんので、

詐欺罪のところの項目を適用するということ

ができません。そういうことで、詐欺罪とい
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う解釈はしてございません。 

○企画部長（吉田長司君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）何とでたらめな話や。

計画的、詐欺を計画性ある、例えば、窃盗で

も殺人でも何でも、計画性ある場合とない場

合と両方ありますやろう。詐欺だって計画性

なんて要件にないんですよ。 

 例えば、スーパーのレジへ行って、5,000

円札出して、相手は１万円と間違ってつりを

たくさんくれると。そのとき、わかって持っ

ても詐欺罪成立するんですよ。これは判例だ

し、学説ですよ。計画性なんて必要ないんで

すよ。今の場合、計画なかったどうのこうの

というけども、そういう場合でも詐欺罪成立

するのであれば、今回の場合だって当然詐欺

になるでしょう。知らないと思ってでたらめ

なこと言わんといてください。 

 これね、私、総務委員会の傍聴していたと

きにも同じようなことを言ってるんですよ。

詐欺罪の場合、故意であると、意図のところ

がかなり重大な要件になってくると思います

し、計画性ということも重大な要件になって

くるようでございます。ええ加減な答弁です

ね。切り抜けようと思ったってだめですよ。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）一般的に犯罪の場

合でも、これが詐欺罪が成立するかしないか

というのは、司法の判断の中でなります。そ

ういうことで、今の極端な例、極端なという

言い方は悪いですけども、お金を渡してそれ

を取ったということを言われましたけども、

それにつきましても、本来司法で争わなけれ

ば、それが詐欺罪か詐欺罪でないかというの

は、成立するものではないというふうに考え

てございます。 

 詐欺罪議論については、私どもも司法の専

門家ではございませんので、そういうことし

か言われませんけども、今回、詐欺罪が適用

しなかったといいますのは、全国的な例とか

調べた結果でも、詐欺罪でしたという例はご

ざいませんでした。そういうことで、この要

綱につきましても、橋本市独自でございます

けれども、全市町村が、自治体がよく似たよ

うな要綱で、要綱というか基準でやってござ

いますので、橋本市だけが勝手にやっている

ということではございません。そういうこと

で判断させていただいたわけでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）さっきの私が出した例

は、判例で確定しているんですよ。これだけ

言うておきますわ。間違ったことでも、そな

いして皆がやってるからいいんだと。大した

度胸ですな。間違ったことは皆やってたって

一人だって、正しいのは正しいでしょう。間

違ったことは皆がやっても間違いですよ。そ

ういう当たり前のことを基本に、市政に取り

組んでください。 

 そしたら、判断を公正にしなければならな

いと私は思いますけども、処分ですね。これ

は、その具体化として懲戒処分審査委員会、

これは今、職員ばかりですよね。身内に甘い。

これは甘うなりますわ。皆、顔知った人で。

まあ、大目に見たろうかと。こういう実態と

いうのをはっきり認識してください。 

 そこで、その懲戒処分審査会に、議員とか

あるいは弁護士とかを入れて、公平性をもっ

と上げると。そうしたほうがいいと思うんで

すけども、そういう気、ありますか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）審査会の中では、

ほかの例もしますけども、県なり、弁護士、

警察、何回も協議するケースが多々ございま

す。ということで、現在のところ、外部の委

員を入れるということには至ってございませ

ん。これにつきましては、きょうの、どうす

るかというのはちょっと申し上げづらい状況
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でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）やっぱり公平性と、身

内に甘いと、そういう構成からしても、厳正

にと言われたけれども、厳正じゃないと一般

には感じますわ。警察官が悪いことして警察

官が自分らで処分したら、あれはおかしいと

だれだって思いますやろう。 

 そこ、公平に幾ら判断しても、指針自体が

市民の意思にそぐわない。これは、国がどう

の、いや人事院がどうのと、そんな問題じゃ

なくて、これ、橋本市なんですよ。橋本市。

地方自治法で認められた橋本市。橋本市民の

意思に沿った政治、できないんですか。横向

いて県がどうの、国がどうのと、自分の頭で

考えてやらないんですか。 

 だから、指針自体をやっぱり見直すべきだ

と。例えば、さっき申し上げたように、停職

３カ月以上の処分をする場合には、氏名の公

表を伴うようにするとか、給与の不正受給の

場合には、免職も明確に明文として選択肢に

入れるとか、さらにここには、この指針には、

背任罪、これに当たる行為については何も規

定がない。そんなもんもきっちりやって、見

直す気持ちありますか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）指針ということで、

これは未来永劫これでいくんやということで

はございません。これも過去に飲酒運転のこ

とがございましたので、厳しくしたこともご

ざいます。ということで、今でしたら大阪市

なんかかなり見ましたけども、この一週間ほ

ど前から厳しい指針になってございます。 

 そういうことも踏まえて、前の委員会でも

言いましたように、見直していくべきところ

は、世間の世論とかを考えた中で、見直して

いくところは見直していくという答弁してご

ざいますので、現在、その見直し作業をして

いるところでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）これも総務委員会です

けども、今、企画部長言われたように、これ

は副市長の答弁として、今後、必要な見直し

をすべき時期には見直していきたいというふ

うに思いますと答弁されておるんです。必要

な見直しをすべき時期とは、いつを考えてお

られるんですか。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）さきの総務委員会で

も、最終、企画部長のほうからもご答弁させ

ていただきましたように、本日、今もご答弁

させていただきましたように、今回、見直し

をしていくべき時期ということで、作業中で

ございます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）だいたい、いつ頃をめ

どにされてるんですか。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今年度中にはきちっ

としたものをつくり上げまして、また、イン

ターネットなりへ載せていきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）きちんとした中身のあ

るものをつくっていただけるように期待して

おります。 

 続いて、３番目、生ごみ堆肥事業の展望に

ついて伺います。 

 きょうは答弁、木で鼻をくくったような答

弁ばかりされてますので、答弁もれというか、

例えば、劇的にごみの減量、あるいは１回収

集すると、そういうところが何倍にも増える

かどうかという話なんです。少しずつ増えて、

例えば、市長はいつも言われてるんですけど、

３割ごみ減らして、１億円浮かして、それを

福祉に回すと言われているんですけども、そ
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ういうふうに本当にできる可能性あるんです

か。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）１回目の答弁で説

明させていただきましたように、総事業費な

んですけども、あくまでも12年度と対比して、

19年度までの合計、19年度を12年度と対比し

ますと、先ほどご説明させていただきました

ように、２億50万円あまりの減少となってお

ります。 

 しかしながら、ごみの減量化対策事業とし

まして、12年度から19年度までの累計合計で

１億8,270万円あまりを支出というか、投資を

してございます。そういった関係で、差し引

きとしまして、19年度では12年度に比べまし

て1,784万280円の減額効果が出てきておりま

すので、これをさらに、先ほども申し上げま

したけども、衛生自治会の協力を得まして

集・減量化に取り組んでおります。地区も、

今年の９月現在で、先ほども申し上げました

けども33地域に拡大されておりまして、また

既に、２地域が決定事項ですけども、10月か

ら取り組んでいこうということで名乗りを上

げていただいております。 

 そういった格好で、全市的に週１減量化を

進めていただきまして、週２回可燃ごみの収

集日を１日にという格好で減量化していけれ

ば、大変な減額効果というんですか、出てき

て、そういった分を先ほどご指摘のございま

したように、そういった浮いてきたお金をほ

かの事業のほうへ回していけるんじゃないか

というふうに考えております。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）６月号の市報によりま

すと、15年から19年でいろいろやった結果、

1,000万円の削減になったと。15、16、17、18、

19、５年間で1,000万円。やっとその下地がで

きて、1,000万円の削減ができたと。５年間に

やってきたこと、これの10倍やって１億円が

浮くんです。本当にできるんですか。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）答弁のほうが食い

違うかもわかりませんけども、６月広報で載

せさせていただいたのは、平成３年から堆肥

化事業というのを取り組んでおりまして、補

助金対象等々実施を行いましたのが平成12年

度から取り組んでおります。 

 そういう格好で、先ほども申しましたけど

も、週２回収集は週１回になってきた、なり

つつあってきたという格好で、今年から、20

年度からですけども、ごみ収集車を１台、稼

働をとめることができたと。それが概ね1,000

万円の減額になったと。ごみの収集車だけの

話ですけども、1,000万円の効果があると。 

 それで、全体的には、私、先ほど言いまし

たように、19年度で12年度対比としまして、

1,780万円あまりの減額効果が出ております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）一層の努力を期待しま

す。それと最後に、生ごみ堆肥化に要した経

費の合計額は幾らでしょうか。これ、答弁い

ただいてません。小峰台の花やコスモス、あ

るいは地づくりというんですか、花の土地を

つくるための、そういうユンボでいろいろや

ったとか、水まき、水やり、枯れないように

夏場、職員の人、頑張ってくれてましたわな。

そういうのを入れて、だいたいどれぐらいの

経費を要したんでしょうかね。人件費も入れ

てです。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）生ごみの堆肥化事

業に関することで、総額でいきますと平成12

年から19年度までの合計額で、そういう人件

費、アルバイト、嘱託を入れましてですけど

も、7,676万36円を要しております。 
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 全体では、循環型社会という格好で、ごみ

の資源化、リサイクルに補助金、奨励金とい

うのを出しておりますので、それらとか、ご

みのステーションを設置するという格好で、

収集ボックスの設置等々、これは16年度事業

から対応しているんですけども、補助率２分

の１、上限10万円という格好で地域にお渡し

しているんですけども、そういうのをもろも

ろ含めまして、12年度から19年度合計額で、

先の答弁でもお話ししましたように、１億

8,272万3,866円を投資しておりますけども、

再々申し上げますけども、２億円あまり減額

をしておりますので、差し引き1,784万円あま

りの減額効果が出ているということでござい

ます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）花いっぱい運動で、す

ごく皆さん喜んでくれてるし、人の情操、子

どもあるいは大人でも、情操に与える影響、

好影響というのは、はかり知れないものがあ

ると思います。あると思いますけれども、ま

たそれに要する費用、これも費用対効果の話

を考えて、バランスのとれた施策をしていた

だきたい。その辺について、これ、要望です。

回答いただけますか。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）おっしゃるとおり、

花いっぱい運動で、皆さん積極的にご協力い

ただいて、その情操教育的な面もはかり知れ

ないものが、効果が出てきつつあると思いま

す。 

 しかし、こういう格好で、ごみの減量化に

つながっていくという啓発事業にも貢献して

いただいておりますので、さらに力を入れて

やっていけるんじゃないか。最初はやっぱり

そういうごみの減量化、先ほど申しましたよ

うに、全市的には週１回という目標で取り組

んでおりますので、そう行くまでに最初の投

資というか、初期投資というのはある程度、

やむを得ないものがあるんかなと。しかし、

先ほど、くどいようですけども、既に19年度

で減額効果が出ておりますので、これから順

次、減額というのが拡大していけるように、

なお、努力していきたいと考えております。 

○議長（中上良隆君）これをもって、４番 松

浦君の一般質問は終わりました。 

 


